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Ⅰ はじめに

１．連絡調整会議の設置に係る背景・趣旨

(1) タクシー事業においては、マイカーの普及、厳しい経済状況等により長期にわた

って輸送人員が低迷している中で、利用者に対する利便の向上を通じ、タクシー事

業者が自らの創意工夫を活かせる環境を整備するため、平成１４年２月に需給調整

規制の廃止を柱とする改正道路運送法が施行された。

、 、 、この結果 多数の新規事業者が参入し 運賃やサービスの多様化が図られるなど

一定の成果は見られつつあるものの、景気の動向等もあって輸送の需要が上向きに

転ずるまでには至っていない。

一方で、規制緩和後、既存事業者を中心に増車が盛んに行われていること等によ

り営業収入が低下したため、歩合制を主流とする賃金体系を採っている事業者のタ

クシー運転者については、収入が低下し、最低賃金を割り込むような事態を招くな

ど労働環境を巡る問題も顕著化している。

このような状況を鑑みれば、業界全体が発展し、持続的により良いサービスが利

用者に提供されるようにしていく観点からは、事業の適正な運営を確保するととも

に、それを支える労働者の適切な労働環境の確保を図っていくことが重要である。

このため、このような基本認識の下、事業所管官庁である国土交通省と労働基準

関係法令の所管官庁である厚生労働省とが密接に連携しながら、それぞれの施策を

的確に実施していく必要があることから、平成１７年５月に 「タクシー運転者の、

適切な労働環境の確保に関する連絡調整会議」を設置し、①タクシー事業者等の実

態把握、②タクシー事業者に対する法令遵守等に関する指導のあり方について、検

討を行ってきたところである。

(2) 平成１７年５月２５日に第１回目の連絡調整会議を開催し、以降、概ね２ヵ月に

１回の頻度で開催し、検討項目に関する協議を行い、１０月２８日の第４回の連絡

調整会議において「タクシー運転者の適切な労働環境の確保に関する連絡調整会議

における検討結果」をとりまとめたところである。
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Ⅱ タクシー事業者等の実態把握について

タクシー運転者の適切な労働環境の確保を図ることを目的とした施策の策定に資す

るため、国土交通省において、タクシー運転者、タクシー事業者及び利用者を対象に

以下の実態調査を実施した。

１．タクシー運転者の労働実態等に関するアンケート調査

タクシー業界を巡る経営環境は依然厳しく、全国各地のタクシー事業者から地方の

実態、特にタクシー運転者（乗務員）の労働環境の悪化状況を把握した上で、今後の

タクシーのあり方について検討を進めるべきとの要望が寄せられていたところであ

る。

こうした要望を踏まえ、今後の政策立案の参考資料とすることを目的として、２，

、 、 、 、２３７のタクシー事業者を対象として 乗務員の勤続期間 乗務員の性別 年齢構成

乗務形態、給与体系、労働時間、社会保険料等の納付状況等についてアンケート調査

を実施した。この結果９８６のタクシー事業者から回答（回答率４４．１％）があっ

た（調査結果の概要については、別添１のとおり 。）

２．輸送の安全及び利用者ニーズに関する調査

需給調整規制の廃止によりタクシー事業の経営環境が変化した中で、タクシー事業

者の安全管理に関する現状や利用者のサービスに関する満足度等について実態を把握

し、タクシー事業の安全管理・サービスに関する在り方を検証することで今後のタク

シー事業の更なる活性化を図ることを目的として、次の調査を実施した(調査結果の

概要については、別添２のとおり 。）

(1) タクシー事業者アンケート・ヒアリング調査

都市規模、保有車両数を勘案して抽出した１，５００のタクシー事業者を対象と

して、運行記録計、ドライブレコーダーの装着状況と活用方法、事故原因・種別、

事故後の教育内容、実施しているサービスの内容等についてアンケート調査を実施

した。この結果７７０のタクシー事業者から回答（回答率５１．３％）があった。

また、首都圏、関西圏の事業者（各５者）に対して安全管理の取り組みを中心に

ヒアリング調査を実施した。

(2) 利用者アンケート調査

京浜地区と京阪神地区を対象に、年代構成や都市規模を勘案して抽出したモニタ

， 、ー約２ ３００人を対象としてタクシーの設備や運転者に関するサービスの重要度

安全面・サービスに関する規制緩和前後の比較、規制緩和前と現在の比較等につい

てアンケート調査を実施した。この結果２，２２５人から回答があった。
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Ⅲ タクシー事業者に対する法令遵守等に関する指導のあり方に

ついて

１．タクシー運転者の労働条件に関する自主点検の実施
タクシー事業においては、需給調整規制の廃止後、車両数の増加や営業収入の低下

によって、タクシー運転者の収入低下を招くという状況の中で、拘束時間などの改善

基準に関する問題のほか、最近は、特にタクシー運転者の賃金が地域の最低賃金額を

下回るという問題も発生している。このため、タクシー事業者自らが、事業場におけ

る労働基準関係法令等の遵守状況を点検し、把握した問題点に応じて自主的な改善を

、 ， 「 （ ）図ってもらうため ９ １４２のタクシー事業者に対して 自動車運転者 タクシー

労働条件自主点検表」による自主点検を実施した。この結果７，１４０事業場から報

告（報告率７８．１％）があった（自主点検結果の概要は別添３のとおり 。）

なお、自主的な改善が望めない事業場に対しては、監督等を実施し、タクシー運転

者の適切な労働条件の確保を図っているところである。

２．合同監査・監督の実施
地方運輸機関（地方運輸局及び地方運輸支局）及び労働基準監督機関の双方が有す

る監査や監督に係る権限行使について、従来それぞれ単独に行っていたところである

、 、 、 、 （ ）が より効果的な指導を行うため 新たに 実施方法 実施時期など基本的枠組み 注

を定めた上で、合同で実施することとした。

なお、本年度については、合同の監査・監督を秋の交通安全週間の時期を中心とし

て試行的に実施している。

（注）例えば、従来道路運送法に基づく監査では事前に通告を行っていたが、合同監

査・監督では行わないことなど。

３．相互通報制度の拡充
国土交通省と厚生労働省とが一層密接に連携しながら、それぞれの施策をさらに的

確に行うため、現在実施している地方運輸機関と労働基準監督機関との間の相互通報

制度について、下記のとおり制度の拡充を図ることとした。

(1) 地方運輸機関と労働基準監督機関との相互通報の対象事業者として、新たに最

低賃金法の重大な違反の疑いがある事案を加える。

(2) 地方運輸機関から労働基準監督機関（社会保険については社会保険事務局）に

対する通報の対象としている労働保険及び社会保険へ未加入の事案について、現

行の貨物自動車運送事業者に加え、タクシー事業等の旅客自動車運送事業者につ

いても新たに対象とする。
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４．タクシー事業者等に対する法令遵守に関する指導等

新規参入タクシー事業者及び運行管理者に対し労働関係法令遵守に関する指導等を

徹底することにより、タクシー運転者の適切な労働環境の確保を図るため、以下の施

策を実施するものとする。

(1) 新規許可事業者の情報提供

労働基準監督機関において新規参入タクシー事業者を速やかに把握することを可

能とするため、地方運輸機関において一般乗用旅客自動車運送事業の許可を行った

場合、労働基準監督機関へ事業者名等の情報提供を行う。

(2) 労働基準関係法令リーフレットの配布

新規参入タクシー事業者の労働基準関係法令の遵守を徹底するため、地方運輸機

関において許可書交付時の指導講習の際、道路運送関係法令の指導と併せ、厚生労

働省で作成した労働基準関係法令に関するリーフレットを配付し、同法令の周知を

図る。

(3) 「新規起業事業場の労働条件整備サポート事業」の利用勧奨

地方運輸機関において、許可書交付時の指導講習の際、厚生労働省で実施してい

る「新規起業事業場の労働条件整備サポート事業 （注）について、利用を勧奨す」

るとともに、利用を勧奨した事業者名等の情報を労働基準監督機関へ提供する。

（注 「新規起業事業場の労働条件整備サポート事業」とは、新たに事業を始めた）

事業主等を対象に、労働基準法や労働条件の管理に詳しい社会保険労務士等の

専門家が会社を訪問し、実情に応じた労働条件の整備などについて無料でアド

バイスを行うものである。

(4) 許可申請審査時における最低賃金確保についての確認

地方運輸機関において許可申請を審査する際、資金計画上の人件費が最低賃金額

を上回っているか否かについて、現在の許可基準の規定に鑑み、最低賃金額の確保

について確認する。

(5) 運輸開始届の添付書類の追加

新規許可事業者について、就業規則の作成及び社会保険・労働保険への加入状況
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、 「 （ ）」、を確認するため 地方運輸機関に対する運輸開始届の添付書類に 就業規則 写

「 （ ）」、「（ ） （ ）」労働保険／保険関係成立届 写 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 写

を追加する。

(6) 運行管理者試験問題における労働基準法関係問題の追加

運行管理者に対し労働関係法令の遵守の徹底を図るため、平成１８年度第１回

運行管理者試験から、労働基準法関係の出題数を従来の４問から６問に増加する

ものとする。
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Ⅳ おわりに

両省においては、本会議での検討・協議と併行して、前記Ⅱ並びにⅢの１及び２の

施策を講じてきたところであるが、今後においても、本検討結果を踏まえ、そのフォ

ローアップを行う必要があること、また、タクシー運転者の労働環境の変化に対応す

る新たな施策の必要性が生じる可能性もあることから、必要に応じて連絡調整会議を

開催するなど両省において緊密に連携を図り、適切な対応を図って行くこととしてい

る。
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別添１

タクシー運転者の労働実態等に関するアンケート調査（概要）

＜調査概要＞

(1) 目 的

タクシー業界を巡る経営環境は依然厳しく、全国各地の事業者から地方の実態、

特に乗務員の労働環境の悪化状況を把握したうえで、今後のタクシーのあり方につ

いて検討を進めるべきとの要望が寄せられている。

本調査は、こうした要望を踏まえ、今後の政策立案の参考資料とすることを目的

として実施することとした。

(2) 調査対象・調査方法

２，２３７事業者を対象にアンケート調査を実施。９８６事業者から回答（回答

率４４．１％）

(3) 調査項目

乗務員の勤続期間、性別・年齢構成、乗務形態、給与体系、労働時間、出庫及び

帰庫時間、社会保険料等の納付状況 等

(4) 調査結果（全国集計）

① 乗務員の勤続年数

調査票を回収した９８６事業者における乗務員数は７５，１１８名。

通常勤務７８％、定時制勤務２２％。

勤続年数１０年以上が２７％、平均勤続年数５．４年。

② 乗務員の性別、年齢

男性９７％、女性３％。

５０歳代が全体の４９．３％。

③ 乗務員の乗務形態

１車２人制が４４．５％。以下２車３人制、１車１人制の順。

④ 乗務員の給与形態

固定給中心の月額賃金（Ａ型 、完全歩合制（Ｂ型 、Ａ型とＢ型の併用（ＡＢ） ）

型 、その他 のなかでは、ＡＢ型が３７．５％。以下Ａ型、Ｂ型の順。）

⑤ 乗務員の労働時間等
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通常勤務の平均的な総労働時間２０４時間／月、給与支給総額１８０～２８５

千円。定時制勤務の平均的な総労働時間１６０時間／月、給与支給総額１４５～

１５０千円。

⑥ 出庫時間及び帰庫時間の乗務員数割合

６時～８時出庫が６０．７％。

２４時～２時帰庫が３５．８％ で最も多い。

⑦ 乗務員の社会保険等への加入及び納付状況

健康保険、厚生年金保険の加入率がそれぞれ８３．９％、８３．２％と高いの

に対し、介護保険、雇用保険、労災保険の加入率はそれぞれ６４．５％、７３．

２％、６８．３％と若干低い。
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別添２

輸送の安全及び利用者ニーズに関する調査（概要）

＜調査概要＞

(1) 目 的

規制緩和によりタクシー事業の経営環境が変化した中で、事業者の安全管理に関

する現状や利用者のサービスに関する満足度等について実態を把握し、タクシー事

業の安全管理・サービスに関するあり方を検証することで今後のタクシー事業のさ

らなる活性化を図る。

(2) 概 要

○ 事業者アンケート・ヒアリング調査

① 調査対象・調査方法

都市規模、保有車両数を勘案して抽出した１，５００事業者を対象としてア

ンケート調査を実施。７７０事業者から回収（回収率５１．３％ 。また、首）

都圏、関西圏の事業者（各５者）に対して安全管理の取り組みを中心にヒアリ

ング調査を実施。

② 調査項目

・運行記録計・ドライブレコーダーの装着状況と活用方法

・事故原因・種別

・事故後の教育内容

・実施しているサービスの内容 等

○ 利用者アンケート調査

① 調査対象・調査方法

京浜地区と京阪神地区を対象に年代構成や都市規模を勘案して抽出したモニ

ター約２，３００人を対象。２，２２５人から回収。

② 調査項目

・タクシーの設備や運転者に関するサービスの重要度

・安全面・サービスに関する規制緩和前後の比較

・規制緩和前と現在の比較 等

(3) 調査結果

○ 安全関係

① 運行記録計の装着状況

非義務地域で全ての車両に運行記録計を装着している事業者は４４％。

。 。デジタル運行記録計は７％の事業者が既に装着 ２４％の事業者が導入を検討
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運行記録計の効果としては 「労働時間の管理 「安全運転に関する認識向上」、 」、

がともに約８割を占めている。

② 近年における事故の件数について

４８％の事業者が減っていると回答。一方、増えていると回答した事業者は９

％。

事故増加の主な要因としては 「客獲得競争が激しすぎる（４２％ 「適切な、 ）」、

資質をもった運転者の減（３４％ 「台数が増えすぎている（３４％ 」をあげ）」、 ）

ている。

③ 過去１年間における事故の状況について

事故のうち８２％は物損事故。また、事故発生時の７６％は空車の時。

事故の種類としては「出会い頭」が５１％で最も多く、次いで「追突」が２６

％。

事故の原因としては「安全不確認」が７６％で最も多い。

④ 事故後の教育について

事故後に教育を行っている事業者は９０％。行っていない事業者は４％。

地域別でみると、東京都は事故後の教育を行っている事業者の割合が９６％で

最も高い。一方、大阪府は８２％で最も割合が低い。

⑤ 事故後の教育内容について

事故後の教育内容としては「原因究明」が最も多く３１％の事業者で実施。次

いで「適性診断（２８％ 「再発防止指導（１３％ 」の順。）」、 ）

○ サービス関係

① タクシー運転手のサービスについて

利用者が重要と思っている運転者のサービスとしては 「よく道を知っている、

こと」が８７％と最も高く、次いで「安全運転をしてくれること（８２％ 「速）」、

やかに目的地まで運転してくれること（８０％ 」の順。）

なお、利用者の不満点として 「遠回りをされた（２８％ 「道順を知らなか、 ）」、

った（２４％ 「道を間違えられた（１７％ 」と、地理に関する不満が多い傾）」、 ）

向。

② タクシーのサービスについて

「空調が適切 「クレジットカードの利用 「座席の座り心地」を重要視する」、 」、

ことについては利用者、事業者ともにサービスの認識は変わらないが 「運賃が安、
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いこと」を重要視する利用者が５８％に対し事業者が１５％ 「禁煙車両の導入」、

を重要視する利用者が３７％に対し事業者が１２％となっており、利用者と事業

者との認識にギャップが見られる。

③ タクシー運賃について

タクシー運賃について 「高い 「やや高い」と答えた利用者の合計の割合は、 」、

９２％。また、タクシー利用回数とクロスをみると、１ヶ月間で７～８回の利用

者で「ちょうど良い」と答えた利用者の割合が２２％と高く 「安い」と回答し、

た利用者も６％いる。

「サービスが向上すれば運賃を値上げしても良いか」との質問に対し 「はい」、

と回答した利用者は２１％と低い。

④ 規制緩和前と現在の比較について

利用者の意識としては、運賃、待ち時間、接客態度については規制緩和前より

良くなっていると感じている。一方、道の詳しさ、運転技術については悪くなっ

ていると感じている。

⑤ その他

他の交通機関と比較した場合のタクシーの利点では 「目的地の近くまでの移、

動」が７６％と最も高く、次いで「深夜でも利用できる（４８％ 「悪天候の）」、

時に便利（４４％ 」の順。また、運転者の教育・マナーが充実した場合のタク）

シー利用の変化を聞いたところ 「増える 「たぶん増える」と回答した人の合、 」、

計は６２％。

○ その他

① 社会保険・労働保険の加入率について

社会保険について、常勤乗務員の加入率は８９％、定時制乗務員では４２％。

労働保険について、常勤乗務員の加入率は９４％、定時制乗務員では８４％。

② タクシー運転者の過不足状況について

８３％の事業者で運転者が不足。運転者数が適正な事業者は１６％。
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別添３

タクシー事業者の労働条件に関する自主点検の実施（概要）

＜実施概要＞

（1） 目 的

自主点検制度は、事業者が事業場における労働基準関係法令等の遵守状況を自ら点検

し、把握した問題点に応じて、自主的な改善を図ることを目的としており、本年度、タクシー運

転者の労働条件確保・改善対策として、全国の法人タクシー事業者（一般乗用旅客自動車運

送事業（１人１車制個人タクシー事業を除く。）の許可を受ける事業者）に対し、「自動車運転

者（タクシー）労働条件自主点検表」を送付し、自主点検を実施した。

（2）実施対象

法人タクシーの許可を受ける９，１４２事業者

（平成１７年４月１日現在）

（3）点検項目

労働条件の明示、就業規則、所定労働時間、時間外労働及び休日労働に関する協定

届、１ヶ月の拘束時間、１日の拘束時間、２暦日の拘束時間、休息期間、休日労働の回数、

休日の取扱い、最低賃金、割増賃金、保障給、累進歩合制度

（4）点検結果

① ７，１４０事業場（支店・営業所含む）より回答あり

［回収率：７８．１％］

この内、自主点検実施時点で休廃止している法人タクシー事業者、また、労働者を雇

わず事業者自ら運転しているタクシー事業者など２７３事業者を除く６，８６７事業場から

有効回答があったものとした。

② 上記（3）の１６の点検項目について、事業者が自主的に点検を行った結果、有効回答

のあった６，８６７事業場のうち、３０．０％の事業場（２，０５７件）について、何らかの改善

の必要性が認められた。

③ 上記（3）の１６の各点検項目に係る点検結果は、下表のとおりである。
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点検項目 改善の必要が 改善の必要がある

ある事業場数 事業場の割合

（すべての労働者について）

７５５件 １１．０％１ 労働条件の明示

（労働基準法第１５条）

３４０件 ５．０％２ 就業規則

（労働基準法第８９条）

２５２件 ３．７％３ 所定労働時間

（労働基準法第３２条）

５８４件 ８．５％４ 時間外労働及び休日労働に関す

る協定（３６協定）届

（労働基準法第３６条）

（自動車運転者：日勤勤務について）

１３９件 ２．０％５ １ヶ月の拘束時間

1（改善基準告示第２条第１項）※

６８件 １．０％６ １日の拘束時間

（改善基準告示第２条第１項）

４２件 ０．６％７ 休息期間

（改善基準告示第２条第１項）

（自動車運転者：隔日勤務について）

１１８件 １．７％８ ２暦日の拘束時間

（改善基準告示第２条第２項）

１３５件 ２．０％９ １ヶ月の拘束時間

（改善基準告示第２条第２項）

３８件 ０．６％10 休息期間

（改善基準告示第２条第２項）
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点検項目 改善の必要が 改善の必要がある

ある事業場数 事業場の割合

（自動車運転者について）

１３８件 ２．０％11 休日労働の回数

（改善基準告示第２条第４項）

１１４件 １．７％12 休日の取扱い

2（９３号通達）※

３６７件 ５．３％13 最低賃金

（最低賃金法第５条）

５０１件 ７．３％14 割増賃金

（労働基準法第３７条）

５８９件 ８．６％15 保障給

（労働基準法第２７条ほか）

１９５件 ２．８％16 累進歩合制度

（９３号通達）

２，０５７件 ３０．０％改善の必要がある事業場

（全体）

※ 改善基準告示＝平成元年労働省告示第７号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」1
「 」※ ９３号通達＝平成元年３月１日基発第９３号 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について2


